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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅰ-9-①-3 

（①109） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード番号 Ｓ９８０１

（２）率計上費用の算定方法 

   一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は，下記の式により算定する。 

   Ｇ＝dg×Ｊ 

   ただし， 

    Ｇ：中止期間中の現場維持等の費用（円 1,000 円未満切り捨て） 

    dg：一時中止に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

      （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

 

  一時中止に伴い増加する現場管理費率 

 

 dg＝Ａ｛（       ） －（     ） ｝ 

 

   ただし， 

    dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

     （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

    Ｎ：一時中止日数（日） 

      

    Ａ： 

     Ｂ： 

     ａ： 

     ｂ： 

  ※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし，一般管理費のみ対象とする。 

   

【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。 

・一時中止を伴わない工期延長の場合 

  ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 

・道路維持工事，河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 

・一時中止期間が３箇月を超える場合 

・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 

・約款第２条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 

・約款第１８条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 

・約款第１９条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 

・約款第２０条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 

  ※ 一部中止にあたっは，工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 

 ・約款第２９条関係（不可抗力による損害）による工期延長 

・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 

・工事着手前（現場事務所，工事看板が末設置，材料等が末手配の状態で測量等の準備工に着手する

 前）の工事の中止による工期延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         平成 26 年 3月 31 日迄起工適用

 

 

 

コード番号 Ｓ９８０１

（２）率計上費用の算定方法 

   一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は，下記の式により算定する。 

   Ｇ＝dg×Ｊ 

   ただし， 

    Ｇ：中止期間中の現場維持等の費用（円 1,000 円未満切り捨て） 

    dg：一時中止に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

      （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

 

  一時中止に伴い増加する現場管理費率 

 

 dg＝Ａ｛（       ） －（     ） ｝ 

 

   ただし， 

    dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

     （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

    Ｎ：一時中止日数（日） 

      

    Ａ： 

     Ｂ： 

     ａ： 

     ｂ： 

  ※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし，一般管理費のみ対象とする。 

   

【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。 

・一時中止を伴わない工期延長の場合 

  ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 

・道路維持工事，河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 

・一時中止期間が３箇月を超える場合 

・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 

・約款第２条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 

・約款第１８条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 

・約款第１９条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 

・約款第２０条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 

  ※ 一部中止にあたっは，工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 

 ・約款第２９条関係（不可抗力による損害）による工期延長 

・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 

・工事着手前（現場事務所，工事看板が末設置，材料等が末手配の状態で測量等の準備工に着手する

 前）の工事の中止による工期延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

ａ×Ｊ＋Ｎ b
Ｂ

ａ×Ｊ b

Ｊ Ｊ 
Ｂ 

工種毎に決まる係数（別表－１） 

ａ×Ｊ＋Ｎ b 
Ｂ 

ａ×Ｊ b 

Ｊ Ｊ 
Ｂ 

工種毎に決まる係数（別表－１）
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅰ-9-①-3 

（①109） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード番号 Ｓ９８０１

（２）率計上費用の算定方法 

   一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は，下記の式により算定する。 

   Ｇ＝dg×Ｊ 

   ただし， 

    Ｇ：中止期間中の現場維持等の費用（円 1,000 円未満切り捨て） 

    dg：一時中止に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

      （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

 

  一時中止に伴い増加する現場管理費率 

 

 dg＝〔 Ａ｛（       ） －（     ） ｝ 〕＋ 

 

   ただし， 

    dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

     （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

    Ｎ：一時中止日数（日） 

     Ｒ：公共工事設計労務単価（世話役） 

    Ａ： 

     Ｂ： 

     ａ： 

     ｂ： 

  ※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし，一般管理費のみ対象とする。 

   

【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。 

・一時中止を伴わない工期延長の場合 

  ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 

・道路維持工事，河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 

・一時中止期間が３箇月を超える場合 

・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 

・約款第２条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 

・約款第１８条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 

・約款第１９条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 

・約款第２０条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 

  ※ 一部中止にあたっは，工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 

 ・約款第２９条関係（不可抗力による損害）による工期延長 

・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 

・工事着手前（現場事務所，工事看板が末設置，材料等が末手配の状態で測量等の準備工に着手する

 前）の工事の中止による工期延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        平成 26 年 4 月 1日以降起工適用 

 

 

 

コード番号 Ｓ９８０１

（２）率計上費用の算定方法 

   一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は，下記の式により算定する。 

   Ｇ＝dg×Ｊ 

   ただし， 

    Ｇ：中止期間中の現場維持等の費用（円 1,000 円未満切り捨て） 

    dg：一時中止に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

      （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

 

  一時中止に伴い増加する現場管理費率 

 

 dg＝  Ａ｛（       ） －（     ） ｝    

 

   ただし， 

    dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

     （前記２－２（１）２）に示す率項目） 

    Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円 1,000 円未満切り捨て） 

    Ｎ：一時中止日数（日） 

                       

    Ａ： 

     Ｂ： 

     ａ： 

     ｂ： 

  ※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし，一般管理費のみ対象とする。 

   

【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。 

・一時中止を伴わない工期延長の場合 

  ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 

・道路維持工事，河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 

・一時中止期間が３箇月を超える場合 

・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 

・約款第２条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 

・約款第１８条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 

・約款第１９条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 

・約款第２０条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 

  ※ 一部中止にあたっは，工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 

 ・約款第２９条関係（不可抗力による損害）による工期延長 

・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 

・工事着手前（現場事務所，工事看板が末設置，材料等が末手配の状態で測量等の準備工に着手する

 前）の工事の中止による工期延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

ａ×Ｊ＋Ｎ b 

Ｂ 

ａ×Ｊ b 

Ｊ Ｊ 
Ｂ 

工種毎に決まる係数（別表－１）

Ｊ 

（Ｎ×Ｒ×１００） 

ａ×Ｊ＋Ｎ b

Ｂ

ａ×Ｊ b

Ｊ Ｊ 
Ｂ 

工種毎に決まる係数（別表－１） 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅰ-9-①-4 

（①110） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１ 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 
地方部（一般交

通等の影響な

し） 

地方部（一般交

通等影響有） 

山間僻地離島 

市街地（ＤＩＤ 

地区・準ずる地

区） 

河川工事 616.0 650.8 673.0 -0.2636 0.3687 0.3311

河川・道路構造物工事 150.3 158.8 164.3 -0.1562 0.8251 0.3075

海岸工事 87.9 92.8 96.0 -0.1120 1.6285 0.2498

道路改良工事 282.9 298.9 309.1 -0.1935 0.4461 0.3348

鋼橋架設工事 458.6 484.6 501.1 -0.2612 0.0717 0.4607

ＰＣ橋工事 396.9 419.3 433.7 -0.2330 0.8742 0.3058

舗装工事 377.8 399.2 412.8 -0.2108 0.0761 0.4226

共同溝等工事 
(1) 174.7 184.6 190.9 -0.1448 0.1529 0.4058

(2) 129.0 136.3 140.9 -0.1153 0.3726 0.3559

トンネル工事 244.8 258.6 267.5 -0.1718 0.0973 0.4252

砂防・地すべり等工事 125.8 132.9 137.4 -0.1379 0.4267 0.3357

道路維持工事 80.0 84.5 87.4 -0.0926 0.1699 0.3933

河川維持工事 366.0 386.7 399.9 -0.2138 0.0144 0.5544

下水道工事 

(1) 364.6 385.3 398.4 -0.2054 0.0812 0.4356

(2) 112.7 119.1 123.2 -0.1089 0.2598 0.3771

(3) 88.7 93.8 96.9 -0.1078 0.5988 0.3258

公園工事 203.6 215.1 222.5 -0.1733 0.2026 0.3740

コンクリートダム工事 293.2 309.8 320.4 -0.1793 11.6225 0.1998

フィルダム工事 423.4 447.4 462.6 -0.2055 0.0617 0.4440

電線共同溝工事 214.1 226.2 234.0 -0.1615 8.1264 0.1740

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

重要港湾 

地方港湾(1) 

市街地に係る

漁港 

地方港湾(2) 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等

の影響あり） 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等 

の影響なし） 

港湾・漁

港工事 

浚渫工事 60.3 58.3 55.2 -0.0709 0.7347 0.2713

構造物工事 36.6 35.4 33.5 -0.0311 0.5764 0.2992

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

市街地（Ｄ

ＩＤ地区･

準ずる地

区） 

山間僻地

離島 

地 方 部 

交通 

影響なし 

交通 

影響あり 

空港用地造成工事 99.0 95.7 90.6 95.7 -0.1127 0.2315 0.3539

空港舗装工事 210.4 203.5 192.6 203.5 -0.1620 0.1342 0.3663

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         平成 26 年 3月 31 日迄起工適用

 

 

 

別表－１ 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 
地方部（一般交

通等の影響な

し） 

地方部（一般交

通等影響有） 

山間僻地離島 

市街地（ＤＩＤ 

地区・準ずる地

区） 

河川工事 616.0 650.8 673.0 -0.2636 0.3687 0.3311

河川・道路構造物工事 150.3 158.8 164.3 -0.1562 0.8251 0.3075

海岸工事 87.9 92.8 96.0 -0.1120 1.6285 0.2498

道路改良工事 282.9 298.9 309.1 -0.1935 0.4461 0.3348

鋼橋架設工事 458.6 484.6 501.1 -0.2612 0.0717 0.4607

ＰＣ橋工事 396.9 419.3 433.7 -0.2330 0.8742 0.3058

舗装工事 377.8 399.2 412.8 -0.2108 0.0761 0.4226

共同溝等工事 
(1) 174.7 184.6 190.9 -0.1448 0.1529 0.4058

(2) 129.0 136.3 140.9 -0.1153 0.3726 0.3559

トンネル工事 244.8 258.6 267.5 -0.1718 0.0973 0.4252

砂防・地すべり等工事 125.8 132.9 137.4 -0.1379 0.4267 0.3357

道路維持工事 80.0 84.5 87.4 -0.0926 0.1699 0.3933

河川維持工事 366.0 386.7 399.9 -0.2138 0.0144 0.5544

下水道工事 

(1) 364.6 385.3 398.4 -0.2054 0.0812 0.4356

(2) 112.7 119.1 123.2 -0.1089 0.2598 0.3771

(3) 88.7 93.8 96.9 -0.1078 0.5988 0.3258

公園工事 203.6 215.1 222.5 -0.1733 0.2026 0.3740

コンクリートダム工事 293.2 309.8 320.4 -0.1793 11.6225 0.1998

フィルダム工事 423.4 447.4 462.6 -0.2055 0.0617 0.4440

電線共同溝工事 214.1 226.2 234.0 -0.1615 8.1264 0.1740

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

重要港湾 

地方港湾(1) 

市街地に係る

漁港 

地方港湾(2) 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等

の影響あり） 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等 

の影響なし） 

港湾・漁

港工事 

浚渫工事 60.3 58.3 55.2 -0.0709 0.7347 0.2713

構造物工事 36.6 35.4 33.5 -0.0311 0.5764 0.2992

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

市街地（Ｄ

ＩＤ地区･

準ずる地

区） 

山間僻地

離島 

地 方 部 

交通 

影響なし 

交通 

影響あり 

空港用地造成工事 99.0 95.7 90.6 95.7 -0.1127 0.2315 0.3539

空港舗装工事 210.4 203.5 192.6 203.5 -0.1620 0.1342 0.3663

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 



4/14 

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅰ-9-①-4 

（①110） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１ 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 
地方部（一般交

通等の影響な

し） 

地方部（一般交

通等影響有） 

山間僻地離島 

市街地（ＤＩＤ 

地区・準ずる地

区） 

河川工事 739.2 781.0 807.6 -0.2636 0.3687 0.3311

河川・道路構造物工事 180.4 190.6 197.2 -0.1562 0.8251 0.3075

海岸工事 105.5 111.4 115.2 -0.1120 1.6285 0.2498

道路改良工事 339.5 358.7 370.9 -0.1935 0.4461 0.3348

鋼橋架設工事 550.3 581.5 601.3 -0.2612 0.0717 0.4607

ＰＣ橋工事 476.3 503.2 520.4 -0.2330 0.8742 0.3058

舗装工事 453.4 479.0 495.4 -0.2108 0.0761 0.4226

共同溝等工事 
(1) 209.6 221.5 229.1 -0.1448 0.1529 0.4058

(2) 154.8 163.6 169.1 -0.1153 0.3726 0.3559

トンネル工事 293.8 310.3 321.0 -0.1718 0.0973 0.4252

砂防・地すべり等工事 151.0 159.5 164.9 -0.1379 0.4267 0.3357

道路維持工事 96.0 101.4 104.9 -0.0926 0.1699 0.3933

河川維持工事 439.2 464.0 479.9 -0.2138 0.0144 0.5544

下水道工事 

(1) 437.5 462.4 478.1 -0.2054 0.0812 0.4356

(2) 135.2 142.9 147.8 -0.1089 0.2598 0.3771

(3) 106.4 112.6 116.3 -0.1078 0.5988 0.3258

公園工事 244.3 258.1 267.0 -0.1733 0.2026 0.3740

コンクリートダム工事 351.8 371.8 384.5 -0.1793 11.6225 0.1998

フィルダム工事 508.1 536.9 555.1 -0.2055 0.0617 0.4440

電線共同溝工事 256.9 271.4 280.8 -0.1615 8.1264 0.1740

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

重要港湾 

地方港湾(1) 

市街地に係る

漁港 

地方港湾(2) 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等

の影響あり） 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等 

の影響なし） 

港湾・漁

港工事 

浚渫工事 60.3 58.3 55.2 -0.0709 0.7347 0.2713

構造物工事 36.6 35.4 33.5 -0.0311 0.5764 0.2992

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

市街地（Ｄ

ＩＤ地区･

準ずる地

区） 

山間僻地

離島 

地 方 部 

交通 

影響なし 

交通 

影響あり 

空港用地造成工事 99.0 95.7 90.6 95.7 -0.1127 0.2315 0.3539

空港舗装工事 210.4 203.5 192.6 203.5 -0.1620 0.1342 0.3663

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        平成 26 年 4 月 1日以降起工適用 

 

 

 

別表－１ 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 
地方部（一般交

通等の影響な

し） 

地方部（一般交

通等影響有） 

山間僻地離島 

市街地（ＤＩＤ 

地区・準ずる地

区） 

河川工事 616.0 650.8 673.0 -0.2636 0.3687 0.3311

河川・道路構造物工事 150.3 158.8 164.3 -0.1562 0.8251 0.3075

海岸工事 87.9 92.8 96.0 -0.1120 1.6285 0.2498

道路改良工事 282.9 298.9 309.1 -0.1935 0.4461 0.3348

鋼橋架設工事 458.6 484.6 501.1 -0.2612 0.0717 0.4607

ＰＣ橋工事 396.9 419.3 433.7 -0.2330 0.8742 0.3058

舗装工事 377.8 399.2 412.8 -0.2108 0.0761 0.4226

共同溝等工事 
(1) 174.7 184.6 190.9 -0.1448 0.1529 0.4058

(2) 129.0 136.3 140.9 -0.1153 0.3726 0.3559

トンネル工事 244.8 258.6 267.5 -0.1718 0.0973 0.4252

砂防・地すべり等工事 125.8 132.9 137.4 -0.1379 0.4267 0.3357

道路維持工事 80.0 84.5 87.4 -0.0926 0.1699 0.3933

河川維持工事 366.0 386.7 399.9 -0.2138 0.0144 0.5544

下水道工事 

(1) 364.6 385.3 398.4 -0.2054 0.0812 0.4356

(2) 112.7 119.1 123.2 -0.1089 0.2598 0.3771

(3) 88.7 93.8 96.9 -0.1078 0.5988 0.3258

公園工事 203.6 215.1 222.5 -0.1733 0.2026 0.3740

コンクリートダム工事 293.2 309.8 320.4 -0.1793 11.6225 0.1998

フィルダム工事 423.4 447.4 462.6 -0.2055 0.0617 0.4440

電線共同溝工事 214.1 226.2 234.0 -0.1615 8.1264 0.1740

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

重要港湾 

地方港湾(1) 

市街地に係る

漁港 

地方港湾(2) 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等

の影響あり） 

地方港湾(3) 

その他の漁港 

（一般交通等 

の影響なし） 

港湾・漁

港工事 

浚渫工事 60.3 58.3 55.2 -0.0709 0.7347 0.2713

構造物工事 36.6 35.4 33.5 -0.0311 0.5764 0.2992

 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 

市街地（Ｄ

ＩＤ地区･

準ずる地

区） 

山間僻地

離島 

地 方 部 

交通 

影響なし 

交通 

影響あり 

空港用地造成工事 99.0 95.7 90.6 95.7 -0.1127 0.2315 0.3539

空港舗装工事 210.4 203.5 192.6 203.5 -0.1620 0.1342 0.3663
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-13 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（ひび割れ補

修工（充てん

工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫－５ 橋梁補修工（ひび割れ補修工（充てん工法）） 

１．適 用 範 囲 

  本資料は，橋梁のひび割れ補修における１橋当たりの充てん作業（ひび割れ延長 300ｍ以下）に適用す 

る。 

 

２．施 工 概 要 

 （１）施工フロー 

足 場 設 置 

ひびわれ部のカット 

ひびわれ部の清掃  

    プ ラ イ マ ー 塗 布 

    充てん材の充てん  

    仕 上 げ 

    足 場 撤 去 

 
（注）本歩掛で対応しているのは，実践部分のみである。 

                     図２‐１ 施工フロー 
 
３．編 成 人 員 

ひび割れ補修工（充てん工法）の編成人員は，次表を標準とする。 
 
               表３．１ 編 成 人 員      （人／橋） 
 
 
 
４．施 工 歩 掛 
４－１ １橋当り施工日数［ひび割れ補修工（充てん工法）］ 

     ひび割れ補修工（充てん工法）の１橋当り施工日数（Ｄ）は次による。 

     Ｄ＝0.035×L＋0.63 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ｌ：１橋当りの延べ施工量（ｍ／橋） 

 

（注）１．施工日数（Ｄ）は少数第３位を四捨五入し，少数第２位止めとする。 

        ２．歩掛は，全ての施工方向に適用できる。 

        ３．現場条件により特殊な養生が必要な場合は，別途考慮する。 

        ４．コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は別途計上する。 

        ５．足場等については，現場条件を考慮の上，別途計上する。 

 

 

 

 

 

                                        平成 26 年 4 月 1日以降起工適用 

 

Ⅳ－３－⑫－１３ 

 

 

世話役 特殊作業員 普通作業員 
１ ２ １ 

コ ン ク リ ー ト 殻 

積込み・運搬・処分 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-14 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（ひび割れ補

修工（充てん

工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４－２ 諸雑費 

      諸雑費は，各作業に必要な器具（サンダー等），替え刃，プライマー材料費及び電力に関する費 
用等であり，労務費の合計額に次表の率を上限として計上する。 

 
      表４．１ 諸 雑 費 率   （％） 

諸雑費率 25 

 
５．単 価 表 
 （１） ひび割れ補修工（充てん工法）１橋当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘要 
世 話 役  人 １×Ｄ  
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ  
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ  
充てん材材料費  ㎏  必要量計上（注） 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
（注）１．Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

   ２．必要量とは、材料ロス分を含む。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 26 年 4月 1日以降起工適用 

Ⅳ－３－⑫－１４ 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-15 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（ひび割れ補

修工（低圧注

入工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫－６ 橋梁補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） 

１．適 用 範 囲 

  本資料は，橋梁のひび割れ補修における１橋当たりの低圧注入作業（ひび割れ延長 300ｍ以下，注入圧 

力 0.4ＭＰa以下）を行う場合に適用する。 

 

２．施 工 概 要 

 （１）施工フロー 

    足 場 設 置 

    ひびわれ部の清掃  

    注 入 孔 の 設 置  

    
 
 
 
 

（注）１．本歩掛で対応しているのは，実践部分のみである。 
   ２．注入器具の種類によって作業の順序が前後しても適用することができる。 

                     図２‐１ 施工フロー 
 
３．編 成 人 員 

ひび割れ補修工（低圧注入工法）の編成人員は，次表を標準とする。 
 
               表３．１ 編 成 人 員      （人／橋） 
 
 
 
４．施 工 歩 掛 
４－１ １橋当り施工日数［ひび割れ補修工（低圧注入工法）］ 

     ひび割れ補修工（低圧注入工法）の１橋当り施工日数（Ｄ）は次による。 

     Ｄ＝0.060×L＋0.71 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ｌ：１橋当りの延べ施工量（ｍ／橋） 

 

（注）１．施工日数（Ｄ）は少数第３位を四捨五入し，少数第２位止めとする。 

        ２．歩掛は，全ての施工方向に適用できる。 

        ３．現場条件により特殊な養生が必要な場合は，別途考慮する。     

        ４．コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は別途計上する。     

        ５．足場等については，現場条件を考慮の上，別途計上する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ－３－⑫－１５ 
 

 

世話役 特殊作業員 普通作業員 
１ ２ １ 

注 入 材 の 注 入 

（追加注入を含む） 

シール材塗布及び 

注 入 器 具 取 付 

シ ー ル 材 及 び 

注 入 器 具 撤 去 

仕 上 げ 

足 場 撤 去 

平成 26 年 4月 1日以降起工適用 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-16 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（ひび割れ補

修工（低圧注

入工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４－２ 諸雑費 

諸雑費は，清掃，注入器具設置・撤去、シール材塗布及び撤去，注入材の注入及び仕上げに必 
要な器具等及び電力に関する費用であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計 
上する。 

 

      表４．１ 諸 雑 費 率     （％） 
諸雑費率 11 

 
５．単 価 表 
（１）ひび割れ補修工（低圧注入工法）１橋当り単価表 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 
世 話 役  人 １×Ｄ  
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ  
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ  
注 入 材  ㎏  必要量計上（注） 
シ ー ル 材  〃  必要量計上（注） 
低 圧 注 入 器 具  個  必要量計上（注） 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
  （注）１．Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 
     ２．必要量とは，材料ロス分を含む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 26 年 4 月 1日以降起工適用 

 
Ⅳ－３－⑫－１６ 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-17 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（断面修復工

（左官工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫－７ 橋梁補修工（断面修復工（左官工法）） 

１．適 用 範 囲 

  本資料は，橋梁の断面修復における１橋当たりの左官作業（体積 1.5m3 以下）に適用する。 

 

２．施 工 概 要 

 （１）施工フロー 

    足 場 設 置            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    足 場 撤 去 

 
（注）本歩掛で対応しているのは，実践部分のみである。 

                     図２‐１ 施工フロー 
 
３．編 成 人 員 

断面修復工（左官工法）の編成人員は，次表を標準とする。 
 
               表３．１ 編 成 人 員      （人／橋） 
 
 
 

４．施 工 歩 掛 

 ４－１ １橋当り施工日数（鉄筋ケレン・防錆処理を含む） 

     コンクリートはつり（カッター工含む），左官（プライマー・仕上げ含む），鉄筋ケレン・防錆 

処理含を含む１橋当りの施工日数（Ｄ）は次による。 

     Ｄ＝18.92×V＋1.48 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ｖ：１橋当りの延べ施工量（ｍ3／橋） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ－３－⑫－１７ 

 

 

世話役 特殊作業員 普通作業員 
１ ２ １ 

コ ン ク リ ー ト 殻 

積込み・運搬・処分 

コンクリートはつり 

（カッター工含む） 

鉄 筋 ケ レ ン ・ 

鉄 筋 防 錆 処 理 

（必要に応じ計上） 

平成 26 年 4月 1日以降起工適用 

断 面 修 復 （ 左 官 ） 

（プライマー含む） 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-18 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（断面修復工

（左官工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４－２ １橋当り施工日数（鉄筋ケレン・防錆処理を含まない） 

      鉄筋ケレン・防錆処理を含まない，コンクリートはつり（カッター工含む），左官（プライマー・ 

仕上げ含む）の１橋当りの施工日数（Ｄ）は次による。 
     Ｄ＝16.16×V＋1.28 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ｖ：１橋当りの延べ施工量（ｍ3／橋） 

 
     （注）１．施工日数（Ｄ）は少数第２位を四捨五入し，少数第１位止めとする。 
        ２．歩掛は，全ての施工方向に適用できる。 
        ３．現場条件により特殊な養生が必要な場合は，別途考慮する。 
        ４．コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は別途計上する。 
        ５．足場等については，現場条件を考慮の上，別途計上する。 
  
４－３ 材料の使用量 

     断面修復材の使用量は，次式による。 
     使用量＝設計数量×（１＋Ｋ）  （ｍ3） ・・・・・・ 式４．１ 
      K：ロス率 

表４．１ ロ ス 率    （K） 
ロ ス 率 +0.18 

 
４－４ 諸雑費 

     諸雑費は，カッター，はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具（電動ピック、サンダー），替え 

刃，防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具・材料，左官作業に必要な器具，材料撹拌に関わ 

る器具等及び電力に関する費用等であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上 

する。 

表４．２ 諸 雑 費 率       （％） 

鉄筋ケレン・防錆処理を含む 18 

鉄筋ケレン・防錆処理を含まない 15 

 
５．単 価 表 
 （１）断面修復工（左官工法）１橋当り単価表 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 

世 話 役  人 １×Ｄ  

特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ  

普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ  

断 面 修 復 材  ｍ3  ４－３（式４．１） 

諸 雑 費  式 １ 表４．２ 

計     

  （注）Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 26 年 4 月 1日以降起工適用 

 

Ⅳ－３－⑫－１８ 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-19 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（表面被覆工

（塗装工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫－８ 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法）） 

１．適 用 範 囲 

本資料は，橋梁補修のコンクリート面の表面被覆工（塗装工法）における１橋当たりの塗装作業（仕 

上げ面積 2,000ｍ2 以下）に適用する。ただし，新設時の塗装には適用しない。 

 

２．施 工 概 要 

 （１）施工フロー 

    足 場 設 置 

    下 地 処 理            

    プ ラ イ マ ー 塗 布 

    下塗り（パテ塗布） 

    中 塗 り 

    上 塗 り 

    足 場 撤 去 

 
（注）本歩掛で対応しているのは，実践部分のみである。 

                     図２‐１ 施工フロー 
 
３．編 成 人 員 

表面被覆工（塗装工法）の編成人員は，次表を標準とする。 
 
               表３．１ 編 成 人 員      （人／橋） 
 
 
 
４．施 工 歩 掛 
 ４－１ １橋当り施工日数（下地処理） 
     下地処理１橋当りの施工日数（Ｄ）は次による。 
     Ｄ＝0.0047×A+0.37 ・・・・・式４．１ 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ａ：１橋当りの延べ施工量（㎡／橋） 

 

 ４－２ １橋当り施工日数（プライマー塗布） 

     プライマー塗布１橋当りの施工日数（Ｄ）は次による。 

     Ｄ＝0.0024×A+0.25 ・・・・・式４．２ 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ａ：１橋当りの延べ施工量（㎡／橋） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－３－⑫－１９ 

 

 

世話役 特殊作業員 普通作業員 
１ ２ １ 

コ ン ク リ ー ト 殻 

積込み・運搬・処分 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-20 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（表面被覆工

（塗装工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ １橋当り施工日数［下塗り（パテ塗布）］ 

     下塗り（パテ）塗布１橋当りの施工日数（Ｄ）は次による。 

     Ｄ＝0.0052×A+0.53 ・・・・・式４．３ 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ａ：１橋当りの延べ施工量（㎡／橋） 

 

 ４－４ １橋当り施工日数（中塗り材塗布・上塗り材塗布） 

     中塗り材塗布・上塗り材塗布１層・１橋当りの施工日数（Ｄ）は次による。 

     Ｄ＝0.0096×A+0.52 ・・・・・式４．４ 

      Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 

      Ａ：１橋当りの延べ施工量（㎡／橋） 

 

     （注）１．施工日数（Ｄ）は少数第３位を四捨五入し，少数第２位止めとする。 

        ２．歩掛は，全ての施工方向に適用できる。 

        ３．現場条件により特殊な養生が必要な場合は，別途考慮する。 

        ４．コンクリート殻の積込み・運搬及び処分は別途計上する。 

        ５．足場等については，現場条件を考慮の上，別途計上する。 

        ６．中塗り材・上塗り材を複数回塗布する場合は，回数分を計上する。 

 

 ４－５ 諸雑費 

     諸雑費は，各作業に必要な器具（サンダー、刷毛、コテ等），替え刃，材料撹拌に関わる器具等 

及び電力に関する費用等であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。 

 

表４．１ 諸 雑 費 率         （％） 

下 地 処 理 22 

プ ラ イ マ ー 塗 布 6 

下 塗 り ( パ テ ） 塗 布 6 

中 ・ 上 塗 り 材 塗 布 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 平成 26 年 4 月 1日以降起工適用 

Ⅳ－３－⑫－２０ 
 

 



13/14 

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-21 

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（表面被覆工

（塗装工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．単 価 表 
（１） 表面被覆工（塗装工法） 下地処理 １橋当り単価表 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 
世 話 役  人 １×Ｄ 式４．１ 
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ 〃 
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ 〃 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
（注）Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 
 

（２）表面被覆工（塗装工法） プライマー塗布 １橋当り単価表 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 
世 話 役  人 １×Ｄ 式４．２ 
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ 〃 
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ 〃 
材 料 費 プライマー ㎏  必要量計上（注） 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
（注）１．Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 
   ２．必要量とは，ロス率を含む。 
 
（３）表面被覆工（塗装工法） 下塗り（パテ塗布） １橋当り単価表 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 
世 話 役  人 １×Ｄ 式４．３ 
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ 〃 
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ 〃 
材 料 費 パテ材 ㎏  必要量計上（注） 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
（注）１．Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 
   ２．必要量とは，ロス率を含む。 
 
（４）表面被覆工（塗装工法） 中塗り材塗布 １層・１橋当り単価表 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 
世 話 役  人 １×Ｄ 式４．４ 
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ 〃 
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ 〃 
材 料 費 中塗り材 ㎏  必要量計上（注） 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
（注）１．Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 
   ２．必要量とは，ロス率を含む。 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ－３－⑫－２１ 
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土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成２５年１０月１日）新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

Ⅳ-3-⑫-22  

【新規制定】 

 

橋梁補修工 

（表面被覆工

（塗装工法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５）表面被覆工（塗装工法） 上塗り材塗布 １層・１橋当り単価表 
名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 

世 話 役  人 １×Ｄ 式４．４ 
特 殊 作 業 員  〃 ２×Ｄ 〃 
普 通 作 業 員  〃 １×Ｄ 〃 
材 料 費 上塗り材 ㎏  必要量計上（注） 
諸 雑 費  式 １ 表４．１ 

計     
（注）１．Ｄ：１橋当り施工日数（日／橋） 
   ２．必要量とは，ロス率を含む。 
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